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研究要旨 

 「病気の治療と仕事の両立支援（両立支援）」のためには、企業内の体制や制

度を背景として、収集した情報をもとに就業措置の意思決定がなされ、措置後の

状態に関する情報をもとに適宜見直しが図られる必要がある。そのため、両立支

援に当たって事業者は、産業医等の医療・保健従事者の意見を聴きながら、自社

の制度や配置可能な業務を想定して、意思決定をする必要がある。しかし、小規

模事業場においては、それらの両立支援における意思決定プロセスを産業医の

力を借りずに実施しなければならないなどの限界がある。本分担研究において

は、小規模事業場の経営者に対する研究プログラム開発を前提として、必要な知

識・能力について検討した。 
先行研究で作成した「企業のためのがん就労者支援マニュアル（マニュアル）」

から、経営者および管理職に必要な知識・能力項目を抽出した。次に、小規模事

業場の特徴をふまえた経営者や管理職に必要な知識や能力について研究班内で

の FGD を行い、項目を追加した。 
マニュアルに挙げられた経営者、人事労務部門、管理職の役割を果たすための

97 項目について、必要な知識・能力を分類したところ、①両立支援の基本的知

識、②就業規則等の制度化の知識、③個人情報保護の知識、④産業保健スタッフ

の活用の知識、⑤主治医への情報提供・入手のための知識、⑥両立支援関連機関

の活用のための知識、⑦従業員／家族とのコミュニケーションのための知識・能

力、⑧職場環境の理解・改善方法・同僚への配慮のための知識・能力、⑨健康経

営の推進のための知識に分類された。小規模事業場の特徴をふまえると、産業保

健総合支援センターや社会保険労務士などの外部資源の活用が有効と考えられ

た。小規模事業場における両立支援を進めるために、キーパーソンに対して、一

定の知識や能力向上のための研修が必要であるが、その場合でも外部資源の活

用を前提として、ポイントを絞った研修提供が望まれる。 

 

研究協力者 

井上俊介（産業医科大学病院 両立支援科） 

 



Ａ.目的 
「病気の治療と仕事の両立支援（両立

支援）」のためには、企業内の体制や制

度を背景として、収集した情報をもとに

就業措置の意思決定がなされ、措置後

の状態に関する情報をもとに適宜見直し

が図られる必要がある。そのような情報

には、両立支援を受けようとする労働者

に関して、担当医や本人から寄せられる

健康状態に関する情報、職場から寄せ

られる仕事内容や勤務状況に関する情

報、本人の意欲や希望など、様々なもの

がある。そのため、両立支援に当たって

事業者は、産業医等の医療・保健従事

者の意見を聴きながら、自社の制度や配

置可能な業務を想定して、意思決定を

する必要がある。 
しかし、小規模事業場においては、そ

れらの両立支援における意思決定プロ

セスを産業医の力を借りずに実施しなけ

ればならない。また、事業場規模が小さ

くなれば、配置できる職場や業務が限ら

れるなどの困難が存在する。合理的配

慮とは、「障害者から何らかの助けを求

める意思の表明があった場合、過度な

負担になり過ぎない範囲で、社会的障

壁を取り除くために必要な便宜のこと」で

あり、その考え方によれば、配置余地の

限られる小規模事業場に求められる両

立支援も限定的と考えられる。しかし、そ

の中でも、小規模事業場の経営者や管

理職が、適切な対応ができるためには、

必要な知識や能力を持つことが必要で

あり、そのための研修や相談体制の整備

等の方法による支援が求められる。 
そこで、本分担研究においては、先行

研究をもとにした既存の文献をもとに、一

般的に経営者および管理職が持つべき

知識や能力を整理したうえで、小規模事

業場の特徴を踏まえた追加事項を検討

した。 
 

Ｂ.方法 
一般的な事業場における経営者お

よび管理職に求められる役割は、先行

研究（厚生労働科学研究費補助金 が

ん臨床研究事業）「働くがん患者と家

族に向けた包括的就業支援システム

の構築に関する研究：患者/家族・人事

労務担当者・産業保健担当者の３者の

視点を生かした支援リソースの開発、

評価、普及啓発法の検討（研究代表者 

高橋都）で作成された「企業のための

がん就労者支援マニュアル」で整理さ

れている。そこで、このマニュアルか

ら、経営者および管理職に必要な知

識・能力項目を抽出した。 
次に、小規模事業場の特徴をふまえ

た経営者や管理職に必要な知識や能

力について研究班内でのフォーカス

グループディスカッションを行い、項

目を追加した。 
 

Ｃ.結果 
１．先行研究に基づく項目の抽出 
 中小企業の場合、経営者は、経営者、

人事労務部門、管理職のすべての役割

を果たすと考えられるため、97 項目の

役割が該当した。それらについて、必

要な知識・能力を分類したところ、①

両立支援の基本的知識、②就業規則等

の制度化の知識、③個人情報保護の知



識、④産業保健スタッフの活用の知識、

⑤主治医への情報提供・入手のための

知識、⑥両立支援関連機関の活用のた

めの知識、⑦従業員／家族とのコミュ

ニケーションのための知識・能力、⑧

職場環境の理解・改善方法・同僚への

配慮のための知識・能力、⑨健康経営

の推進のための知識に分類された。 
 
２． 小規模事業場の特徴をふまえた項

目 
小規模事業場の特徴として、産業医

等の専門資源を持たないこと挙げら

えた。そのため、外部専門機関として

産業保健総合支援センターや同相談

窓口など、地域の資源の活用の知識が

より必要となると考えられた。また、

制度化やその適用において社会保険

労務士の活用も有効と考えられる。さ

らには、小規模事業場では各種助成金

制度を活用することが必要となるこ

とが多いこと、人事労務部門が存在し

ないことなどについて、社会保険労務

士の活用が有効と考えられた。 
その他の配慮事項として、個人情報

管理が十分ではないこと、もともと労

働時間が長いことが多く、仕事の配慮

余地が少ないことなどが挙げられた。

可能な限り柔軟な対応を行うととも

に、他の従業員との関係で不公平感が

発生しないような配慮が必要と思わ

れる。 
一方、小規模事業場では、大企業に

比べて転職が多いため、可能な配慮を

明確にしたうえで、場合によっては転

職を支援するための知識についても

必要と考えられた。 

 
Ｄ.考察 

小規模事業場においては、経営者が

人事労務担当者、管理職といった複数

の役割を兼ねること、配置余地が小さ

いことなど、両立支援が実施されるた

めには困難が存在する。両立支援のた

めのマニュアルでは、事業場の各関係

者に多くの役割や配慮事項を求めて

いる。小規模事業場におけるキーパー

ソンに対して、今回抽出されたような

一定の知識や能力向上のための研修

が必要であるが、その場合でも外部資

源の活用を前提として、ポイントを絞

った研修提供が望まると考えられる。 
 
E.結論 

治療と仕事の両立支援について、小

規模事業場の特徴をふまえ、経営者に

対する研修の内容について検討した。

多くの役割を果たす経営者に対して、

実現可能なポイントを絞った研修プ

ログラムの作成が必要である。 
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健
ス
タ
ッ
フ
と
相
談
す
る
。

〇
〇

△

主
治
医
と
の
連
携

が
ん
就
労
者
の
同
意
の
下
に
、
主
治
医
か
ら
働
き
方
の
情
報
を
収
集
す
る
。
主
治
医
か
ら
の
情
報
を
就
業
環
境
や
就
労
時
間
な
ど
の
調
整
に
活
か
し
、
社
内
の

ル
ー
ル
を
含
め
て
相
談
す
る
。

〇
〇

〇
〇

〇
△

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
の

連
携

会
社
で
の
体
調
不
良
の
際
な
ど
で
利
用
で
き
る
、
近
隣
の
医
療
機
関
が
必
要
な
場
合
に
は
、
が
ん
就
労
者
を
通
じ
、
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
相
談
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

〇
〇

が
ん
就
労
者
の
仕
事
以
外
の
日
常
生
活
に
関
し
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
家
族
と
環
境
調
整
を
相
談
す
る
。

〇
〇

〇

就
業
（
雇
用
）
の
継
続

就
業
が
継
続
で
き
る
よ
う
、
就
業
規
則
な
ど
の
範
囲
で
、
が
ん
の
診
断
・
治
療
が
仕
事
に
与
え
る
悪
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
方
法
を
、
が
ん
就
労
者
と
一
緒

に
考
え
る
。

〇
〇

〇
〇

△

職
場
の
上
司
は
、
休
業
・
休
職
や
業
務
調
整
を
含
め
て
、
が
ん
就
労
者
が
治
療
に
専
念
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
作
る
よ
う
に
配
慮
す
る
。

〇
〇

〇

人
事
労
務
担
当
者
は
、
休
業
・
休
職
者
の
発
生
等
に
よ
り
周
囲
の
業
務
負
荷
が
課
題
に
な
り
す
ぎ
る
場
合
に
は
、
業
務
の
再
分
担
を
検
討
す
る
。

〇
〇

が
ん
就
労
者
の
が
ん
治
療
に
と
も
な
う
経
済
的
な
負
担
に
対
す
る
不
安
が
あ
る
こ
と
を
調
整
し
、
自
社
で
利
用
可
能
な
手
当
金
・
支
給
に
つ
い
て
従
業
員
に
伝

え
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

利
用
可
能
な
手
当
金
・
見
舞
金
な
ど
の
制
度
の
手
続
き
を
支
援
す
る
。

〇
〇

〇
△

休
業
・
休
職
中
の
留
意
事
項
を
ま
と
め
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
配
布
す
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

△
が
ん
就
労
者
か
ら
相
談
を
受
け
る
窓
口
を
社
内
に
設
置
す
る
。

〇
〇

△
△

社
外
機
関
等
を
含
め
て
、
相
談
で
き
る
窓
口
・
機
関
情
報
を
一
覧
い
し
た
案
内
文
書
を
作
成
、
が
ん
就
労
者
に
渡
す
。

〇
△

〇
△

が
ん
と
診
断
さ
れ
休
業
・
休
職
や
就
業
上
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
上
司
に
相
談
し
、
会
社
に
診
断
書
を
提
出
す
る
よ
う

助
言
す
る
。

〇
〇

〇

体
調
や
本
人
の
気
持
ち
を
確
認
し
、
職
場
で
の
情
報
共
有
の
範
囲
と
本
人
が
必
要
と
す
る
職
場
か
ら
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
相
談
す
る
。

〇
〇

〇

検
査
・
治
療
の
た
め
の
通
院
時
間
が
確
保
で
き
る
よ
う
、
頻
度
や
時
間
帯
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
、
周
囲
へ
の
過
度
な
気
遣
い
を
し
な
い
よ
う
に
声
か
け
を
す

る
。

〇
〇

〇
〇

業
務
の
再
調
整
や
人
員
補
充
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
適
宜
話
し
合
う
。

〇
〇

必
要
に
応
じ
て
、
本
人
へ
の
具
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

△
困
っ
た
と
き
は
お
互
い
さ
ま
と
い
う
、
相
互
に
支
え
あ
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
す
る
。

〇
〇

〇
必
要
に
応
じ
て
諸
規
定
を
確
認
に
す
る
。

〇
〇

〇
△

診
断
書
を
し
か
る
べ
き
ル
ー
ト
で
人
事
労
務
担
当
者
に
提
出
し
、
職
場
と
し
て
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

〇
〇

〇
就
業
上
の
配
慮
に
つ
い
て
人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携
が
必
要
な
事
柄
か
判
断
す
る
。

〇
〇

連
携
が
必
要
な
場
合
は
、
配
置
転
換
や
移
動
な
ど
の
措
置
に
つ
い
て
人
事
労
務
担
当
者
と
連
携
す
る
。

〇
〇

が
ん
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
不
安
や
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
も
、
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
に
気
軽
に
相
談
す
る
。
必
要
に
応
じ
て
、
本
人
と
の
面
談
を
依
頼

す
る
。

〇

本
人
の
体
調
や
職
場
で
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
医
学
的
な
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
△

医
療
機
関
へ
の
連
絡
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
△

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携

人
事
労
務
担
当
者
と
し
て
対
応
が

必
要
な
こ
と

上
司
・
同
僚
に
で
き
る
こ
と

緊
急
事
態
へ
の
対
応
・
ル
ー
ル
化

家
族
と
の
連
携

業
務
の
引
継
ぎ
と
調
整

経
済
的
な
不
安
の
除
去

相
談
で
き
る
窓
口
・
機
関
情
報

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

が
ん
診
断
後

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

日
頃
か
ら
の
取
組
み

体
調
不
良
時
の
対
応
へ
の
配
慮

診
断
後
、
休
業
・

休
職
中
の
支
援

が
ん
就
労
支
援
の

実
際

円
滑
に
対
応
す
る

た
め
の
職
場
づ
く

り 個
人
情
報
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て

社
内
外
の
連
携

社
内
で
の
連
携

社
外
（
医
療
機
関
）
と
の
連
携

人
事
労
務
が
行
う
べ
き
対
応

上
司
・
同
僚
に
で
き
る
こ
と

事
業
主
の
役
割

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

時
系
列
ご
と
の
個
人
情
報
収
集
の

目
的
と
共
有
範
囲



 

安
心
し
て
治
療
・
療
養
に
専
念
で
き
る
よ
う
な
声
か
け
を
す
る
。

〇
〇

休
業
・
休
職
中
の
定
期
的
な
報
告
を
す
る
時
期
や
頻
度
お
よ
び
連
絡
方
法
に
つ
い
て
決
め
て
お
く
。

〇
〇

〇
定
期
的
に
治
療
・
回
復
状
況
や
本
人
の
体
調
、
職
場
復
帰
へ
の
準
備
状
況
を
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
業
務
の
再
調
整
に
当
た
っ
て
、
皆
で
互
い
に
支
え
合
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
進
め
る
。

〇
〇

職
場
の
従
業
員
の
頑
張
り
を
認
め
つ
つ
、
業
務
過
多
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
上
司
が
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
す
る
。

〇
〇

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
適
宜
、
本
人
の
職
場
復
帰
に
向
け
て
の
見
通
し
な
ど
を
情
報
共
有
す
る
。

〇
〇

〇
本
人
の
同
意
を
得
て
早
め
に
人
事
労
務
担
当
者
と
情
報
共
有
を
す
る
。

〇
〇

休
業
・
休
職
に
関
す
る
人
事
的
な
制
度
の
説
明
を
人
事
労
務
担
当
者
に
依
頼
す
る
。

〇
〇

〇
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
本
人
と
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

必
要
に
応
じ
て
、
周
囲
の
従
業
員
の
健
康
支
援
を
依
頼
す
る
。

〇
〇

就
業
配
慮
と
は

が
ん
就
労
者
が
安
全
に
働
き
続
け
る
た
め
に
、
職
場
と
し
て
配
慮
す
べ
き
こ
と
（
就
業
配
慮
）
に
つ
い
て
理
解
す
る
。

〇
〇

〇

働
く
う
え
で
の
障
害
に
つ
い
て

が
ん
就
労
者
に
と
っ
て
仕
事
を
続
け
る
う
え
で
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
柔
軟
に
対
応
す
る
。

〇
〇

〇

が
ん
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
サ
ポ
ー
ト
を
始
め
る
。

〇
〇

〇
職
場
復
帰
時
に
は
、
ま
ず
主
治
医
か
ら
の
診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
。

〇
〇

〇
産
業
医
と
が
ん
就
労
者
と
の
面
談
を
設
定
し
て
、
産
業
医
の
意
見
を
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
△

が
ん
就
労
者
と
上
司
が
と
も
に
産
業
医
の
意
見
（
就
業
配
慮
の
内
容
）
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
。

〇
〇

〇
△

職
場
（
上
司
・
同
僚
）
か
ら
相
談
が
来
た
場
合
、
相
談
に
乗
る
。

〇
〇

〇
△

が
ん
就
労
者
の
健
康
確
保
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
△

事
故
な
ど
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
〇

△
職
務
遂
行
能
力
や
仕
事
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
。

〇
〇

〇
△

必
要
な
職
務
上
の
配
慮
に
関
し
て
、
本
人
か
ら
希
望
を
聞
く
。

〇
〇

△
就
業
上
の
配
慮
に
つ
い
て
は
職
場
の
上
司
や
同
僚
の
意
見
も
聞
い
て
調
整
し
て
い
く
こ
と
を
、
本
人
に
伝
え
る
。

〇
〇

〇

が
ん
の
部
位
、
治
療
状
況
に
よ
り
必
要
な
配
慮
は
変
わ
る
の
で
、
本
人
と
相
談
し
な
が
ら
、
周
囲
の
協
力
を
得
て
、
必
要
な
環
境
整
備
を
進
め
る
。

〇
〇

〇
△

体
力
に
応
じ
て
仕
事
が
で
き
る
職
場
環
境
を
調
整
す
る
。

〇
〇

〇
△

調
子
が
悪
い
と
き
に
休
め
る
部
屋
ま
た
は
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。

〇
〇

体
力
の
消
耗
を
避
け
る
た
め
に
時
差
出
勤
を
可
能
と
す
る
。

〇
〇

職
場
内
で
の
風
邪
な
ど
の
感
染
予
防
に
留
意
す
る
。

〇
〇

人
事
異
動
が
必
要
と
思
わ
れ
る
案
件
は
、
人
事
労
務
担
当
者
が
中
心
的
な
役
割
を
担
う
。

〇
〇

〇
△

環
境
面
の
整
備
を
、
人
事
労
務
以
外
の
部
署
と
も
連
携
し
て
行
う
。

〇
〇

就
業
規
則
を
基
本
的
に
守
り
つ
つ
も
、
必
要
に
応
じ
て
臨
機
応
変
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

〇
〇

通
勤
に
関
し
て
も
配
慮
を
検
討
す
る
。

〇
〇

〇
健
康
情
報
の
周
知
の
範
囲
は
本
人
と
の
話
し
合
い
の
下
に
決
め
る
。

〇
〇

〇
健
康
情
報
の
保
管
場
所
は
、
ほ
か
の
人
が
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
で
鍵
の
か
か
る
場
所
に
保
管
す
る
。

〇
〇

本
人
が
周
知
を
希
望
し
な
い
場
合
で
も
、
配
慮
が
必
要
な
場
合
に
は
事
情
を
説
明
し
、
で
き
る
限
り
同
意
を
得
る
よ
う
に
す
る
。

〇
〇

職
場
復
帰
の
話
が
出
た
時
点
で
、
復
帰
に
向
け
た
手
順
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
△

職
場
復
帰
の
時
期
や
復
職
後
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
本
人
の
希
望
を
聴
く
と
と
も
に
、
主
治
医
の
判
断
を
確
認
す
る
。
（
必
要
時
、
診
断
書
を
提
出
し
て
も
ら

う
。
）

〇
〇

職
場
復
帰
後
の
具
体
的
な
仕
事
内
容
や
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
本
人
が
職
場
に
望
む
具
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

〇
〇

〇
〇

職
場
復
帰
時
期
が
決
定
し
た
時
点
で
、
職
場
内
で
情
報
共
有
す
る
。

〇
〇

〇
〇

復
帰
後
に
必
要
と
な
る
本
人
へ
の
サ
ポ
ー
ト
（
職
場
環
境
も
含
む
）
に
つ
い
て
、
職
場
内
で
対
応
可
能
な
こ
と
が
あ
ら
を
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
の
、
業
務
の
再
調
整
を
す
る
。

〇
〇

本
人
の
職
場
復
帰
に
向
け
て
、
関
係
者
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
確
認
す
る
。

〇
〇

本
人
の
職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
、
職
場
と
し
て
配
慮
で
き
る
事
柄
を
人
事
労
務
担
当
者
に
伝
え
る
。

〇
〇

職
場
復
帰
後
の
本
人
の
状
況
（
仕
事
ぶ
り
）
に
つ
い
て
、
情
報
共
有
の
方
法
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
決
め
て
お
く
。

〇
〇

〇
〇

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携
職
場
復
帰
に
あ
た
っ
て
、
職
場
が
行
う
べ
き
健
康
面
で
の
配
慮
に
つ
い
て
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
に
意
見
を
聞
く
。

〇
〇

〇
△

本
人
が
無
理
な
く
対
応
で
き
る
業
務
内
容
／
量
／
方
法
に
つ
い
て
、
体
調
の
変
化
に
応
じ
て
話
し
合
う
。

〇
〇

〇
〇

△
本
人
の
体
調
や
気
持
ち
の
変
化
に
気
を
配
っ
て
声
か
け
を
す
る
（
心
情
の
受
け
止
め
、
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
）
。

〇
〇

周
囲
の
人
々
と
よ
い
関
係
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
治
療
と
仕
事
の
両
立
が
で
き
る
よ
う
適
宜
助
言
す
る
。

〇
〇

〇

本
人
の
体
調
と
仕
事
ぶ
り
を
見
守
り
な
が
ら
、
本
人
か
ら
周
囲
の
支
援
を
求
め
や
す
い
よ
う
に
日
頃
か
ら
声
を
か
け
る
。

〇
〇

〇

周
囲
の
職
場
メ
ン
バ
ー
に
業
務
の
偏
り
や
不
公
平
感
が
な
い
か
、
上
司
が
声
を
か
け
て
確
認
し
、
適
宜
調
整
す
る
。

〇
〇

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

本
人
の
健
康
状
態
や
仕
事
内
容
を
考
慮
し
、
配
置
転
換
を
含
む
作
業
内
の
見
直
し
が
必
要
な
場
合
は
、
人
事
労
務
担
当
者
と
連
携
し
、
相
談
・
調
整
を
進
め

る
。

〇
〇

〇
〇

本
人
に
無
理
の
な
い
業
務
内
容
／
方
法
／
作
業
環
境
で
あ
る
か
確
認
し
て
も
ら
い
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
を
受
け
る
。

〇
〇

〇
〇

本
人
の
安
全
確
保
の
た
め
に
職
場
巡
視
を
一
緒
に
行
い
、
安
全
に
仕
事
を
続
け
ら
れ
る
職
場
環
境
づ
く
り
を
進
め
る
。

〇
〇

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

人
事
労
務
担
当
者
と
の
連
携

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携

人
事
担
当
者
と
し
て
対
応
が
必
要

な
こ
と

本
人
へ
の
働
き
か
け

職
場
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
業
務
調
整

産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
と
の
連

携就
業
配
慮
を
行
う
際
の
実
務
的

な
手
続
き

職
場
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

本
人
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス

職
場
の
環
境
調
整

困
難
に
対
し
て
行
う
具
体
的
な

配
慮
の
例

情
報
管
理
の
注
意
点

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

復
帰
後

復
帰
期

休
業
・
休
職
中

上
司
・
同
僚
に
で

き
る
こ
と

職
場
復
帰
、
復
職

後
の
支
援

診
断
後
、
休
業
・

休
職
中
の
支
援

が
ん
就
労
支
援
の

実
際


